
 

仕  様  書 

 

１ 業 務 名 令和６年度岡山市環境学習センター「めだかの学校」建築設備定期点検業務委託 

 

２ 委託期間 契約日から令和６年９月３０日まで 

 

３ 委託業務の概要 

  本業務の受託者は、岡山市が所有及び管理する公共建築物の定期点検対象施設について、建

築基準法第 12条第 4 項に基づき、建築設備の損傷、腐食その他の劣化の状況等を点検し、報告

書を作成の上、発注者に内容を説明する。特に、人身事故のおそれなど人命に関わる不具合に

ついては、点検後すみやかにその状況や危険性を発注者に報告し説明する。 

なお、点検の実施方法等の詳細については、特記仕様書のとおりとする。 

 

４ 業務の対象  対象建物は、次の建物とする。 

 

① 建物名称   管理棟 

       建物構造   木造 ２階建て 

       建物延面積  88.29 ㎡ 

 

② 建物名称   旭川ミニ淡水魚水族館 

       建物構造   鉄骨造 平屋建て 

       建物延面積  324 ㎡ 

 

③ 建物名称   養殖展示室 

       建物構造   鉄骨造 平屋建て 

       建物延面積  100 ㎡ 

 

④ 建物名称   おもちゃの宿 

       建物構造   木造 平屋建て 

       建物延面積  245.94 ㎡ 

 

５ 点検者の資格 

  本業務において、点検及び点検票の記入は、建築基準法第 12 条第 4項に規定する定期点検有

資格者とする。ただし、平成 28年国土交通省告示第 483 号の第 4に定める要件により資格を得

た者を除く。 

 

６ 点検の実施時期 

  点検は、令和６年８月３１日までに実施するものとする。 

 

 

７ 点検作業における注意事項 

（１）現地での点検にあたっては、当該施設の管理を担当する者（以下「施設管理者」という。）

の立会い協力が必要であるため、実施日時等については、施設管理者と事前に十分調整を行

なうこと。また、同様の点検や作業等がある場合は極力日程を合わせるなど、施設運営への



 

影響を最小限に留めるよう努めること。 

（２）点検にあたっては、法令を遵守すること。 

（３）点検・判定は、施設の規模に応じた人数で連携して行うこと。特に安全上重要な項目の判

定は、詳細を確認の上慎重に決定すること。 

（４）施設関係者や利用者、構造物、備品等に傷害・損傷等を与えないよう十分留意し、必要に

応じて適切な対策を行った上、点検を実施すること。また、受注者の責に帰する理由によ

り、万一傷害を与えたときは、受注者の負担と責任において対応を行うこと。 

（５）現地での点検にあたっては、腕章等を着用するなど身分が明確となるようにすること。 

（６）点検に際し、シャッターやオペレーター窓等の操作、作動を要するものは、点検内容、手

順等を施設管理者と打ち合わせの上、事故の起こらないよう十分注意すること。 

（７）アスベストを含む材料等を使用している箇所の点検にあたっては、破損及び飛散等がな

いよう注意すること。 

（８）緊急もしくはおおむね一年以内に補修・改善等の対応が必要と判断するもので人身事故

等の恐れのある安全面に関する不具合については、点検後すみやかに施設管理者に連絡す

るとともに、発注者に報告すること。 

 

８ 資料の貸与 

  市は、本業務の遂行上必要な資料のうち、市が保有するものを受託者に貸与することができ

ることとする。また、受託者は、貸与を受けた資料の保管、取扱当に十分注意し、本業務完了

後速やかに返却すること。 

 

９ 提出書類等 

受注者は、業務受託後すみやかに「業務責任者届」及び「業務工程表」を提出し、発注者の

承諾を受けること。 

 

１０ 成果品 

（１）業務完了時に成果品として提出する図書（様式）及びその整理方法・部数等は、特記仕様

書のとおりとする。 

（２）受注者は、成果品を発注者へ引き渡す際に、その内容について説明を行うこと。 

   

１１ 参考図書 

定期点検において参考となる図書を以下に示す。なお、使用する際は最新版を使用のこと。 

（１）特定建築物等定期調査業務基準 

     (一財)日本建築防災協会 編集・発行 

（２）国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 

     国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 監修│(一財)建築保全センター 編集・発行 

（３）建築設備定期検査業務基準書 

     国土交通省住宅局建築指導課 監修│(一財)日本建築設備・昇降機センター 発行 

 


